
JP 2012-33276 A 2012.2.16

10

(57)【要約】
【課題】面状照明装置と組み合わせて用いられる、液晶
表示装置の特性とのマッチングを取ることが容易となり
、必要な視野角を得ることが可能となる。
【解決手段】下向きプリズムシート１６の各プリズムを
構成する一対の傾斜面１６２、１６３の傾斜角度が、対
向する傾斜面で異なるように構成されていることで、導
光板１２の出射面１２ａからの出射光の光軸方向に対し
て、下向きプリズムシート１６のプリズム角が、プリズ
ムの稜線１６１を挟んで非対称となる。そして、導光板
１２の出射面１２ａからの出射光は、下向きプリズムに
より偏向される際に、下向きプリズムシートのプリズム
の稜線１６１が延びる方向に対して非対称となる。その
結果、面状照明装置の二峰性を持った発光輝度も、非対
称となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
導光板と、該導光板の一側端面に配置される光源とを含み、前記導光板の出射面側に、多
条のプリズムが平行に配置された、下向きプリズムシートと上向きプリズムシートとが、
互いのプリズムの稜線を交差させるようにして積層され、かつ、前記下向きプリズムシー
トの各プリズムを構成する一対の傾斜面の傾斜角度が、対向する傾斜面で異なるように構
成されていることを特徴とする面状照明装置。
【請求項２】
前記下向きプリズムシートの多条のプリズムの断面形状が、前記下向きプリズムシートの
全体にわたり同一であることを特徴とする請求項１記載の面状照明装置。
【請求項３】
前記下向きプリズムシートの各プリズムを構成する一対の傾斜面の傾斜角度は、組み合わ
せて用いられる液晶表示装置の、表示面の光透過率の偏りに起因する輝度の偏りを補完す
る態様で、形成されていることを特徴とする請求項１又は２記載の面状照明装置。
【請求項４】
前記下向きプリズムシートの多条のプリズムの延在方向が、前記導光板の光源が配置され
た入光面と直交するように配置されることを特徴とする請求項１から３のいずれか１項記
載の面状照明装置。
【請求項５】
前記導光板の射出面から、前記下向きプリズムシート、前記上向きプリズムシートの順に
配置されることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項記載の面状照明装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置等の照明手段として用いられる面状照明装置に関し、特に、サ
イドライト型の面状照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
近年、パーソナルコンピュータや携帯電話等の電子装置の表示デバイスとして液晶表示装
置が広く使用されている。液晶は、ブラウン管等とは異なり自発光型の表示素子ではない
ため、たとえば透過型の液晶表示装置では、その液晶パネルに対して光を照射する照明手
段が必須であり、外光を利用する半透過型の液晶表示装置でも、暗所での使用を可能にす
るために補助的な照明手段を備えている。導光板と導光板の側方に配置された光源とを主
要な構成要素とするサイドライト型の面状照明装置は、薄型化が容易であるという利点を
有するため、このような液晶表示装置の照明手段として好適に使用されるものであり、そ
の光源としては、線状光源である冷陰極放電管等が使用されてきた。
【０００３】
一方、近年、白色発光ダイオード（ＬＥＤ）の高性能化に伴い、面状照明装置のさらなる
小型・薄型化及び低消費電力化を図るため、上記冷陰極放電管が点状光源である白色ＬＥ
Ｄに置き換えられた面状照明装置も増加している。
例えば、図６（ａ）、（ｂ）に示すような面状照明装置１００において、導光板１０１は
、メタクリル樹脂やポリカーボネート樹脂等の透明樹脂材料からなる板状の導光体であり
、その一方の主面が出射面１０１ａとして機能する。又、対向する主面は、反射面として
機能するものであり、その面に入光した光を反射して、少なくともその一部を臨界角以下
の入光角でもって出射面１０１ａに入光させるための拡散反射手段又は正反射手段１０１
ｂが設けられている。
【０００４】
更に、導光板１０１の出射面１０１ａ側には、第１のプリズムシート１０３と、第１のプ
リズムシート１０３のさらに光出射側に配置された第２のプリズムシート１０４とを備え
ている。又、導光板１０１と第１のプリズムシート１０３の間には、拡散フィルム１０５
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が配置され、第２のプリズムシート１０４の光出射側には反射偏光板（ＤＢＥＦ）１０６
が配置されている。さらに、導光板１０１の正反射手段１０１ｂ側には、反射シート１０
７が配置されている。なお、図６では、上記の各構成要素の位置決めを行い、一体にまと
めるためのハウジングフレームは省かれて描かれている。
【０００５】
ところで、第１、第２のプリズムシート１０３、１０４は、たとえばＰＥＴフィルム等の
透明樹脂材料からなるシート状部材であり、その一主面１０３ａ、１０４ａに、メタクリ
ル樹脂やポリカーボネート樹脂からなる一方向に延在する、多条の三角柱プリズムが形成
されている。三角柱プリズムは頂角及び谷角が直角に形成され、その断面形状は二等辺三
角形をなしている。対して、第１、第２のプリズムシート１０３、１０４の、もう一方の
主面１０３ｂ、１０４ｂは、平坦面として形成されている。
【０００６】
そして、第１のプリズムシート１０３は、そのプリズム面１０３ａを導光板１０１の出射
面１０１ａに対向させ、かつ、プリズムの延在方向が導光板１０１の、光源１０２が配置
された入光面１０１ｃと、直交するように配置される。これに対し、第２のプリズムシー
ト１０４は、その平坦面１０４ｂを導光板１０１の出射面１０１ａ側に対向させ、かつ、
プリズム面１０４ａのプリズムの延在方向が、導光板１０１の入光面１０１ｃと平行に配
置される。なお、拡散フィルム１０５、ＤＢＥＦ１０６は、面状照明装置１００に求めら
れる特性に応じて、適宜配置されるものである。
【０００７】
このように構成された面状照明装置１００は、導光板１０１の出射面１０１ａからの出射
光が、第１、第２のプリズムシート１０３、１０４により偏光され、面状照明装置の発光
輝度に、二峰性が現れる（発光面の全体（全方位）のうちの二点にピークが生じる。）も
のである。そして、このような二峰性を持った面状照明装置を組み込んだ表示装置は、異
なる二方向からの視認性を向上させることが可能となる（特許文献１参照）。なお、第１
、第２のプリズムシート１０３、１０４を用いない場合には、発光輝度に二峰性が付与さ
れていない通常の面状照明装置が構成されるものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００７－２９４４６５号公報（段落〔００２０〕、〔００２３〕、
〔００３４〕、〔００３５〕）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
ところで、従来の発光輝度に二峰性を持たせた面状照明装置は、これと組み合わせて用い
られる液晶表示装置の特性とのマッチングを取ることが容易ではなく、面状照明装置を含
む表示装置として構成された状態で、要求される視野角を得るためには、拡散フィルム１
０５、ＤＢＥＦ１０６の配置を適宜変更し、又は、複数使用する等の仕様変更を行う必要
があった。又、そのような調整を行ってもなお、要求される視野角を満足しない場合もあ
った。
本発明は、上記のような問題に鑑みなされたものであって、その目的とするところは、面
状照明装置を構成するプリズムシートの形状を工夫することによって、上記課題を解決す
ることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
（発明の態様）
　以下の発明の態様は、本発明の構成を例示するものであり、本発明の多様な構成の理解
を容易にするために、項別けして説明するものである。各項は、本発明の技術的範囲を限
定するものではなく、発明を実施するための最良の形態を参酌しつつ、各項の構成要素の
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一部を置換し、削除し、又は、更に他の構成要素を付加したものについても、本願発明の
技術的範囲に含まれ得るものである。
【００１１】
（１）導光板と、該導光板の一側端面に配置される光源とを含み、前記導光板の出射面側
に、多条のプリズムが平行に配置された、下向きプリズムシートと上向きプリズムシート
とが、互いのプリズムの稜線を交差させるようにして積層され、かつ、前記下向きプリズ
ムシートの各プリズムを構成する一対の傾斜面の傾斜角度が、対向する傾斜面で異なるよ
うに構成されている面状照明装置（請求項１）。
本項に記載の面状照明装置は、導光板の出射面からの出射光が、下向きプリズムと上向き
プリズムとで偏光され、面状照明装置の発光輝度に二峰性が付与されるものである。しか
も、下向きプリズムシートの各プリズムを構成する一対の傾斜面の傾斜角度が、対向する
傾斜面で異なるように構成されていることで、導光板の出射面からの出射光の光軸方向（
導光板の出射面の法線方向）に対して、下向きプリズムシートのプリズム角が、プリズム
の稜線を挟んで非対称となる。そして、導光板の出射面からの出射光は、下向きプリズム
により偏向される際に、下向きプリズムシートのプリズムの稜線が延びる方向に対して非
対称となる。その結果、面状照明装置の二峰性を持った発光輝度も、非対称（強弱が生じ
ること）となる。
【００１２】
　（２）上記（１）項において、前記下向きプリズムシートの多条のプリズムの断面形状
が、前記下向きプリズムシートの全体にわたり同一である面状照明装置（請求項２）。
　本項に記載の面状照明装置は、下向きプリズムシートの多条のプリズムの断面形状が、
前記下向きプリズムシートの全体にわたり同一であることにより、導光板の出射面からの
出射光が多条のプリズムの各々によって偏向される際の偏向方向が、下向きプリズムシー
トの全体にわたり均一化され、面状照明装置の二峰性が明確に現れるものとなる。
【００１３】
　（３）上記（１）、（２）項において、前記下向きプリズムシートの各プリズムを構成
する一対の傾斜面の傾斜角度は、組み合わせて用いられる液晶表示装置の、表示面の光透
過率の偏りに起因する輝度の偏りを補完する態様で、形成されている面状照明装置（請求
項３）。
　本項に記載の面状照明装置は、導光板の出射面からの出射光が、下向きプリズムシート
により偏向される際に、表示面の光透過率の偏りに起因する輝度の偏りを補完する態様で
偏向され、液晶表示装置の表示面の光透過率の偏りを、下向きプリズムシートにより矯正
するものとなる。
【００１４】
　（４）上記（１）から（３）項において、前記下向きプリズムシートの多条のプリズム
の延在方向が、前記導光板の光源が配置された入光面と直交するように配置される面状照
明装置（請求項４）。
　本項に記載の面状照明装置は、導光板の出射面からの出射光が、下向きプリズムシート
により偏向される際に、導光板の入光面と平行する方向に、二峰性が現れるものとなる。
【００１５】
　（５）上記（１）から（４）項において、前記導光板の射出面から、前記下向きプリズ
ムシート、前記上向きプリズムシートの順に配置される面状照明装置（請求項５）。
　本項に記載の面状照明装置は、導光板の出射面からの出射光が、下向きプリズムシート
の、多条のプリズムの各々によって偏向される。更に、上向きプリズムシートの、下向き
プリズムシートのプリズムと交差する方向に延びる多条のプリズムによって拡散又は集光
され、上向きプリズムシートのプリズムの稜線が延びる方向と直交する方向へと拡散され
るものとなる。
【００１６】
　（６）上記（５）項において、前記上向きプリズムシートに換えて、下向き前記プリズ
ムシートが、もう一枚の下向きプリズムシートに対しプリズムの稜線を交差させるように
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して配置されている面状照明装置。
　本項に記載の面状照明装置は、導光板の出射面からの出射光が、上記（５）項の面状照
明装置の上向きプリズムシートに換えて配置される下向きプリズムシートにより、そのプ
リズムの稜線が延びる方向と直交する方向へと偏向されるので、もう一枚の下向きプリズ
ムシートの、上向きプリズムシートに換えて配置される下向きプリズムシートのプリズム
と交差する方向に延びる多条のプリズムの各々による偏向作用と併せて、四峰性が現れる
（発光面の全体のうちの四点にピークが生じる。）ものとなる。
【００１７】
　（７）上記（１）から（４）項において、前記導光板の射出面から、前記上向きプリズ
ムシート、前記下向きプリズムシートの順に配置される面状照明装置。
　本項に記載の面状照明装置は、導光板の出射面からの出射光が、上向きプリズムシート
の多条のプリズムによって拡散される。更に、下向きプリズムシートの、上向きプリズム
シートの多条のプリズムの各々によって偏向され、高輝度の範囲が、下向きプリズムシー
トのプリズムの稜線が延びる方向には狭く、下向きプリズムシートのプリズムの稜線が延
びる方向と直交する方向には広く、現れるものとなる。
【００１８】
　（８）上記（７）項において、前記上向きプリズムシートが、互いのプリズムの稜線を
交差させるようにして二枚積層されている面状照明装置。
　本項に記載の面状照明装置は、導光板の出射面からの出射光が、まず、二枚積層されて
いる上向きプリズムシートの、互いに交差するプリズムによって各々拡散される。更に、
下向きプリズムシートの多条のプリズムの各々によって偏向されるものである。
【００１９】
　（９）なお、上記（１）から（８）項において、前記導光板の射出面から順番に配置さ
れる各プリズムシートの、多条のプリズムの延在方向は、隣接するプリズムシートに対し
て直交するように配置されるものである。又、下向きプリズムシートのプリズムの断面形
状としては、三角形、台形、その他の多角形が適宜採用されるものである。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明の面状照明装置はこのように構成したので、これと組み合わせて用いられる液晶
表示装置の特性とのマッチングを取ることが容易となり、必要な視野角を得ることが可能
となる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る面状照明装置の構成及び特性を示すものであり
、（ａ）は面状照明装置の構成要素の積層状態を示す模式図、（ｂ）は本発明の実施の形
態に係る下向きプリズムシートの要部断面図、（ｃ）は（ａ）の面状照明装置の輝度分布
を、参考例である他の構造の面状照明装置と比較したグラフ、（ｄ）は（ａ）の面状照明
装置の輝度分布を視覚的に示したものである。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る面状照明装置の、別構成及び特性を示すもので
あり、（ａ）は面状照明装置の構成要素の積層状態を示す模式図、（ｂ）は本発明の実施
の形態に係る下向きプリズムシートの要部断面図、（ｃ）は（ａ）の面状照明装置の輝度
分布を、参考例である他の構造の面状照明装置と比較したグラフ、（ｄ）は（ａ）の面状
照明装置の輝度分布を視覚的に示したものである。
【図３】本発明の実施の形態に係る面状照明装置の、図１、図２に示される構成の輝度特
性を、参考例である他の構造の面状照明装置と比較したグラフである。
【図４】本発明の第２の実施の形態に係る面状照明装置の、構成及び特性を示すものであ
り、（ａ）は面状照明装置の構成要素の積層状態を示す模式図、（ｂ）は本発明の実施の
形態に係る下向きプリズムシートの要部断面図、（ｃ）は（ａ）の面状照明装置の輝度分
布を、導光板の入光面に平行な方向及び直交する方向について示したグラフ、（ｄ）は（
ａ）の面状照明装置の輝度分布を視覚的に示したものである。
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【図５】本発明の第３の実施の形態に係る面状照明装置の、構成及び特性を示すものであ
り、（ａ）は面状照明装置の構成要素の積層状態を示す模式図、（ｂ）は本発明の実施の
形態に係る下向きプリズムシートの要部断面図、（ｃ）は（ａ）の面状照明装置の輝度分
布を、参考例である他の構造の面状照明装置と比較したグラフ、（ｄ）は（ａ）の面状照
明装置の輝度分布を視覚的に示したものである。
【図６】（ａ）従来の面状照明装置の構造を示す模式図であり、（ｂ）は（ａ）の面状照
明装置を、導光板の入光面を正面視する方向から見た模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づき説明する。ここで、従来技術と同一部分、若
しくは相当する部分については同一符号で示し、詳しい説明を省略する。
【００２３】
図１（ａ）には、本発明の実施の形態に係る面状照明装置１０の積層構造が、概略的に示
されている。この面状照明装置１０は、導光板１２の出射面１２ａ側に、拡散フィルム１
４、下向きプリズムシート１６、上向きプリズムシート１８、ＤＢＥＦ２０が、この順に
積層され、導光板１２の正反射手段１２ｂ側には、反射シート２２が配置されている。
なお図１（ａ）は、図６（ｂ）と同様に、面状照明装置１０を、導光板１２の入光面１２
ｃを正面視する方向から見た模式図である（以下、図２（ａ）、図４（ａ）、図５（ａ）
も同様）。
【００２４】
ここで、導光板１２は、従来の導光板１０１（図６参照）と同様に、透明樹脂材料を成形
してなる板状の導光体であり、一方の主面が出射面１２ａとして機能する。又、対向する
主面は、反射面として機能するものであり、その面に入光した光を反射して、少なくとも
その一部を臨界角以下の入光角でもって出射面１２ａに入光させるための拡散反射手段又
は正反射手段１２ｂが設けられている（図６参照）。導光板１２の好適な透明樹脂材料に
は、メタクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、ポレオレフィン樹脂、
非晶性ポリオレフィン樹脂、ポリエステル樹脂、ポリスチレン樹脂、透明フッ素樹脂、エ
ポキシ樹脂等が含まれる。又、導光板１２の一側端面である入光面１２ｃには、白色ＬＥ
Ｄ等の点状光源や、棒状光源（図６（ａ）の符号１０２参照）が設けられているが、ここ
では図示を省略する。
そして、図１（ａ）の面状照明装置１０（１０Ａ）において、導光板１２の出射面１２ａ
側に、多条のプリズムが平行に配置された、下向きプリズムシート１６と上向きプリズム
シート１８とが、互いのプリズムの稜線を交差させるようにして積層されている。図示の
例では、下向きプリズムシート１６と上向きプリズムシート１８とが、互いのプリズムの
稜線を直交させる態様で、配置されている。
【００２５】
又、下向きプリズムシート１６は、多条のプリズムの稜線１６１の延在方向が、導光板１
２の入光面１２ｃと直交するように配置されている。そして、図１（ｂ）に示されるよう
に、各プリズムを構成する一対の傾斜面１６２、１６３の傾斜角度が、対向する傾斜面で
異なるように構成されている。又、下向きプリズムシート１６の多条のプリズムの断面形
状は、前記下向きプリズムシートの全体にわたり同一に形成されている。下向きプリズム
シート１６の材質は、従来のプリズムシート１０３、１０４（図６参照）と同様に、たと
えばＰＥＴフィルム等の透明樹脂材料からなるシート状部材であり、その一主面１６ａに
、メタクリル樹脂やポリカーボネート樹脂からなる一方向に延在する多条の三角柱プリズ
ムが、形成されたものである。なお、図１（ｂ）の符号１６４は、プリズムの谷部を示し
ている。
【００２６】
図１（ｂ）の例では、プリズムの頂角（稜線の角度）及び谷角は何れも直角であるが、各
稜線１６１を結ぶ面と傾斜面１６２とのなす角度は５０°±０．５°、各稜線１６１を結
ぶ面と傾斜面１６３とのなす角度は４０°±０．５°に設定されている。又、プリズムの



(7) JP 2012-33276 A 2012.2.16

10

20

30

40

50

稜線１６１のピッチは０．０７ｍｍ、プリズムの高さ（深さ）は０．０３４５ｍｍとなっ
ている。
又、図２（ａ）の面状照明装置１０（１０Ｂ）は、図１（ａ）の面状照明装置１０（１０
Ａ）との相違点として、下向きプリズムシート１６のプリズムの傾斜角度が異なっている
ものである。具体的には、図２（ｂ）に示されるように、プリズムの頂角（稜線の角度）
及び谷角は何れも直角であるが、各稜線１６１を結ぶ面と傾斜面１６２とのなす角度は４
７．５°±０．５°、各稜線１６１を結ぶ面と傾斜面１６３とのなす角度は４２．５°±
０．５°に設定されている。又、プリズムの稜線１６１のピッチは０．０７ｍｍ、プリズ
ムの高さ（深さ）は０．０３４９ｍｍとなっている。
　これら、下向きプリズムシート１６の各プリズムを構成する一対の傾斜面１６２、１６
３の傾斜角度は、面状照明装置１０（１０Ａ、１０Ｂ）と組み合わせて用いられる液晶表
示装置（図１（ａ）、図２（ａ）のＤＢＥＦ２０の上方に配置される）の、表示面の光透
過率の偏りに起因する輝度の偏りを補完する態様で形成されるものであり、適宜設定され
る。
【００２７】
　一方、上向きプリズムシート１８については、従来のプリズムシート１０３、１０４（
図６参照）と、形状、材質共に同一であり、特に、第２のプリズムシート１０４と同様に
、平坦面１８ｂを導光板１２の出射面１２ａ側に対向させ、かつ、プリズム面１８ａのプ
リズムの延在方向が、導光板１２の入光面１２ｃと平行に配置されている。
　なお、拡散フィルム１４、ＤＢＥＦ２０、反射シート２２については、各々、従来の拡
散フィルム１０５、ＤＢＥＦ１０６、反射シート１０７と同じである。
【００２８】
　さて、上記構成をなす、本発明の第１の実施の形態によれば、次のような作用効果を得
ることが可能である。
　まず、本発明の実施の形態に係る面状照明装置１０は、導光板１２の出射面１２ａから
の出射光が、下向きプリズム１６で偏光されることで、面状照明装置の発光輝度に二峰性
が付与されるものである。しかも、下向きプリズムシート１６の各プリズムを構成する一
対の傾斜面１６２、１６３の傾斜角度が、対向する傾斜面で異なるように構成されている
ことで、導光板１２の出射面１２ａからの出射光の光軸方向（導光板の出射面の法線方向
）に対して、下向きプリズムシート１６のプリズム角が、プリズムの稜線１６１を挟んで
非対称となる。そして、導光板１２の出射面１２ａからの出射光は、下向きプリズムによ
り偏向される際に、下向きプリズムシートのプリズムの稜線１６１が延びる方向に対して
非対称となる。その結果、図１（ｃ）、（ｄ）、図２（ｃ）、（ｄ）に示されるように、
面状照明装置の二峰性を持った発光輝度も、非対称となる。
【００２９】
　又、本発明の第１の実施の形態によれば、下向きプリズムシート１６（１６Ａ、１６Ｂ
）の多条のプリズムの断面形状が、下向きプリズムシート１６の全体にわたり同一である
ことにより、導光板１２の出射面１２ａからの出射光が多条のプリズムの各々によって偏
向される際の偏向方向が、下向きプリズムシート１６の全体にわたり均一化され、面状照
明装置１０の二峰性が明確に現れるものとなる。
　更に、下向きプリズムシート１６（１６Ａ、１６Ｂ）の各プリズムを構成する一対の傾
斜面１６２、１６３の傾斜角度は、面状照明装置１０と組み合わせて用いられる液晶表示
装置の、表示面の光透過率の偏りに起因する輝度の偏りを補完する態様で、形成されてい
ることから、導光板１２の出射面１２ａからの出射光が、下向きプリズムシート１６によ
り偏向される際に、液晶表示装置の表示面の光透過率の偏りを、下向きプリズムシート１
６により矯正することができる。
【００３０】
　しかも、下向きプリズムシート１６（１６Ａ、１６Ｂ）の多条のプリズムの延在方向が
、導光板１２の光源が配置された入光面１２ｃと直交するように配置されることで、導光
板１２の出射面１２ａからの出射光が、下向きプリズムシート１６により偏向される際に



(8) JP 2012-33276 A 2012.2.16

10

20

30

40

50

、導光板１２の入光面１２ｃと平行する方向に、二峰性が現れるものとなる。
　又、導光板１２の射出面１２ａから、下向きプリズムシート１６（１６Ａ、１６Ｂ）、
上向きプリズムシート１８の順に配置されることで、導光板１２の出射面１２ａからの出
射光が、下向きプリズムシート１６の、多条のプリズムの各々によって偏向され、更に、
上向きプリズムシート１８の、下向きプリズムシートのプリズムと交差する方向に延びる
多条のプリズムによって拡散され、上向きプリズムシート１８のプリズムの稜線１６１が
延びる方向と直交する方向へと拡散されるものとなる。
【００３１】
以上の作用効果は、本発明の実施の形態に係る面状照明装置１０の輝度分布を示す図１（
ｃ）、図２（ｃ）からも明らかである。図１（ｃ）、図２（ｃ）において、符号１０Ａ、
１０Ｂで示される折れ線グラフが、本発明の実施の形態に係る面状照明装置１０（１０Ａ
、１０Ｂ）の輝度分布を示すものである。
又、図１（ｃ）、図２（ｃ）には、比較例として、図６に示された面状照明装置１００か
ら第１、第２のプリズムシート１０３、１０４を除き、発光輝度に二峰性が付与されてい
ない通常の面状照明装置（丸付き数字１）と、面状照明装置１００から第１、第２のプリ
ズムシート１０３、１０４を除き、かつ、拡散フィルム１０５（図６参照）を通常と異な
り表裏を反対（拡散層を下向き）に配置した面状照明装置（丸付き数字２）と、面状照明
装置１００の第２のプリズムシート１０４を、第１のプリズムシート１０３と同様にプリ
ズムを下向きにした面状照明装置（丸付き数字３）の、輝度分布を示している。
【００３２】
図１の面状照明装置１０Ａは、図１（ｄ）に示されるように、光源側（導光板１２の入光
面１２ｃ）を手前に置いて、左右の発光輝度分布が４４％対５６％となるように、二峰性
が出現するものとなる。又、図２の面状照明装置１０Ｂは、図２（ｄ）に示されるように
、光源側（導光板１２の入光面１２ｃ）を手前に置いて、左右の発光輝度分布が４７％対
５３％となるように、二峰性が出現するものとなる。
　更に、図３には、図１、図２に示された下向きプリズム１６Ａ、１６Ｂを備える面状照
明装置の輝度分布（符号１０Ａ、１０Ｂで示す。）と共に、図６に示された面状照明装置
１００から第１のプリズムシート１０３を除き、発光輝度に二峰性が付与されていない通
常の面状照明装置の輝度分布を、符号Ｐ１で、照明装置１００の第１のプリズムシート１
０３を、第２のプリズムシート１０４と同様にプリズムを上向きにした面状照明装置の輝
度分布を、符号Ｐ２で、各々示している。
【００３３】
　続いて、図４を参照しながら、本発明の第２の実施の形態に係る面状照明装置について
説明する。ここで、本発明の第１の実施の形態と同一部分、若しくは相当する部分につい
ては同一符号で示し、詳しい説明を省略する。
　本発明の第２の実施の形態に係る面状照明装置１０（１０Ｃ）は、第１の実施の形態に
係る上向きプリズムシート１８に換えて、図４（ａ）に示されるように、第２の下向きプ
リズムシート１７が、もう一枚の下向きプリズムシート１６に対しプリズムの稜線を交差
させるようにして配置されているものである。ここで、第２のプリズムシート１７の、多
条のプリズムの延在方向が、導光板１２の入光面１２ｃと直交するように配置される。又
、もう一枚の下向きプリズムシート１６の、多条のプリズムの延在方向が、導光板１２の
入光面１２ｃと平行に配置されるものである。
【００３４】
　そして、図４（ｂ）に示されるように、下向きプリズムシート１６（１６Ｃ）の、各稜
線１６１を結ぶ面と傾斜面１６２とのなす角度は４１°±０．５°、各稜線１６１を結ぶ
面と傾斜面１６３とのなす角度は３９°±０．５°に設定されている。又、プリズムの稜
線１６１のピッチは０．０７ｍｍ、プリズムの高さ（深さ）は０．０３４９ｍｍとなって
いる。
一方、第２の下向きプリズムシート１７の、各稜線１７１を結ぶ面と傾斜面１７２とのな
す角度は３９°±０．５°、各稜線１７１を結ぶ面と傾斜面１７３とのなす角度は３９°
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±０．５°に設定されている。又、プリズムの稜線１７１のピッチは０．０７ｍｍ、プリ
ズムの高さ（深さ）は０．０３４９ｍｍとなっている。なお、図４（ｂ）の符号１７４は
、プリズムの谷部を示している。
【００３５】
　そして、本発明の第２の実施の形態によれば、導光板１２の出射面からの出射光が、第
２の下向きプリズムシート１７により、そのプリズムの稜線１７１が延びる方向と直交す
る方向へと偏向されるので、もう一枚の下向きプリズムシートの、第２の下向きプリズム
シートのプリズムと交差する方向に延びる多条のプリズムの各々による偏向作用と併せて
、図４（ｃ）、（ｄ）のごとく、四峰性が現れるものとなる。なお、図４（ｃ）の符号Ｈ
線は、導光板１２の入光面１２ｃと平行な方向の輝度分布を、符号Ｖは、導光板１２の入
光面１２ｃと直交する方向の輝度分布を示している。そして、図４（ｄ）には、輝度のピ
ークを示す部分（最も明度の高い部分）が、四箇所（四峰）出現し、しかも、下向きプリ
ズムシート１６（１６Ｃ）の、各稜線１６１を結ぶ面と傾斜面１６２とのなす角度４１°
±０．５°、各稜線１６１を結ぶ面と傾斜面１６３とのなす角度３９°±０．５°の違い
から、光源側から遠い二峰が、光源側に近い二峰よりも明るくなっていることが解る。
【００３６】
　続いて、図５を参照しながら、本発明の第３の実施の形態に係る面状照明装置について
説明する。ここで、本発明の第１、第２の実施の形態と同一部分、若しくは相当する部分
については同一符号で示し、詳しい説明を省略する。
　本発明の第３の実施の形態に係る面状照明装置１０（１０Ｃ）は、図５（ａ）に示され
るように、導光板１２の射出面１２ａから、上向きプリズムシート１８、１９、下向きプ
リズムシート１６（１６Ｄ）の順に配置されている。しかも、互いのプリズムの稜線を交
差させるようにして二枚の上向きプリズムシート１８、１９が、積層されているものであ
る。
【００３７】
　そして、図５（ｂ）に示されるように、下向きプリズムシート１６（１６Ｄ）の、プリ
ズムの頂角（稜線の角度）及び谷角は何れも６０°であり、各稜線１６１を結ぶ面と傾斜
面１６２とのなす角度は６０°±０．５°、各稜線１６１を結ぶ面と傾斜面１６３とのな
す角度も６０°±０．５°に設定されている。又、プリズムの稜線１６１のピッチは０．
０７ｍｍ、プリズムの高さ（深さ）は０．０３４５ｍｍとなっている。また、下向きプリ
ズムシート１６（１６Ｄ）の多条のプリズムの延在方向は、導光板１２の入光面１２ｃと
直交するように配置されている。
　なお、上向きプリズムシート１８、１９の、多条のプリズムの延在方向は、上向きプリ
ズムシート１８に関しては、導光板１２の入光面１２ｃと直交するように配置され、上向
きプリズムシート１９は、導光板１２の入光面１２ｃと平行に配置されている。
【００３８】
　上記構成をなす、本発明の第３の実施の形態によれば、導光板１２の出射面１２ａから
の出射光が、まず、上向きプリズムシート１８、１９の、互いに交差する多条のプリズム
によって、順次拡散される。更に、下向きプリズムシート１６（１６Ｄ）の多条のプリズ
ムの各々によって偏向される。その結果、図５（ｃ）、（ｄ）に示されるように、高輝度
の範囲が、下向きプリズムシート１６のプリズムの稜線１６１が延びる方向には狭く、下
向きプリズムシートのプリズムの稜線が延びる方向と直交する方向には広く、現れるもの
となる。
【００３９】
なお、図５（ｃ）において、符号１６Ｄで示される折れ線グラフが、本発明の第３の実施
の形態に係る面状照明装置１０（１０Ｄ）の輝度分布を示すものである。又、図５（ｃ）
には、比較例として、図６に示された面状照明装置１００から第１、第２のプリズムシー
ト１０３、１０４を除き、発光輝度に二峰性が付与されていない通常の面状照明装置（丸
付き数字１）と、面状照明装置１００から第１、第２のプリズムシート１０３、１０４を
除き、かつ、拡散フィルム１０５（図６参照）を通常と異なり表裏を反対（拡散層を下向
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き）に配置した面状照明装置（丸付き数字２）と、面状照明装置１００の第２のプリズム
シート１０４を、第１のプリズムシート１０３と同様にプリズムを下向きにした面状照明
装置（丸付き数字３）の、輝度分布を示している。
そして、図５（ｄ）に示されるように、光源側（導光板１２の入光面１２ｃ）を手前に置
いて、左右の発光輝度分布が５０％対５０％となるように、導光板１２の入光面１２ｃと
平行な方向へと高輝度範囲が広がるものとなる。
【００４０】
　本発明の特徴は以上の通りであり、本発明の第１、第２の実施の形態によれば、導光板
の出射面からの出射光が、下向きプリズムシートにより偏向される際に、表示面の光透過
率の偏りに起因する輝度の偏りを補完する態様で偏向され、液晶表示装置の表示面の光透
過率の偏りを、下向きプリズムシートにより矯正されるので、全方位に対して透過率が平
均化された表示装置を提供することが可能となる。
又、本発明の第３の実施の形態によれば、全方位で透過率の偏りのない液晶パネルと組み
合わせることで、全方位に対して透過率が更に平均化された表示装置を提供することが可
能となる。
なお、本発明の実施の形態では、導光板１２の入光面１２ｃが１辺構成、すなわち、光源
が導光板の１辺にのみ配置された場合を例示して説明したが、導光板１２の入光面１２ｃ
を２辺構成すなわち、入光面１２ｃと対向する面も入光面として光源を配置することとし
ても、同様の作用効果を得ることが可能であることは、理解されるであろう。
【符号の説明】
【００４１】
　１０、１０Ａ、１０Ｂ、１０Ｃ、１０Ｄ：面状照明装置、　１２：導光板、１２ａ：出
射面、１２ｃ：入光面、　１６、１６Ａ、１６Ｂ、１６Ｃ、１６Ｄ：下向きプリズムシー
ト、　１６２、１６３：傾斜面

【図３】 【図６】
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